
夏の訪れ

山形村ホームページ　http://www.vill.yamagata.nagano.jp/

村のうごき（7月1日現在総人口）

人口=8,791人（前月比＋9 ）／男=4,３５9人（前月比＋5）／女=4,４32人（前月比＋4）／世帯数=３，０29世帯（前月比＋20）

　７月３日㈪、山形保育園のプール開きが行なわれました。園児たちは、先生がお酒とお塩でお清めをしている
姿を真剣に見つめます。そして水の神様に、この夏のプール遊びの安全をお祈りしました。
　「イルカさんみたいに泳げるようになりたいです！」たくさん練習して、水と仲良しになれるといいね。
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■平成29年度保育所等利用料の軽減
■地震総合防災訓練について
■オレンジカフェ・いちい
■山形村総合計画（後期基本計画）



お問い合わせ
保健福祉課　　

　　☎97-2100

　
村
で
は
９
月
３
日
㈰
に
地
震
総
合
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。
先
月
、
木
曽

町
、
王
滝
村
で
最
大
震
度
５
強
を
観
測
し
た
地
震
は
、
近
い
将
来
松
本
平
で
も
起

こ
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
大
地
震
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
私
た
ち
は
、
い

ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
、
備
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

第
一
に
〝
人
〞

　
多
く
の
震
災
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
、
素
早

い
安
否
確
認
の
重
要
性
で
す
。
村
全
域

で
、
建
物
倒
壊
や
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
寸
断

な
ど
壊
滅
的
な
被
害
が
発
生
し
た
場
合
、

だ
れ
が
無
事
で
だ
れ
が
無
事
で
な
い
か
の

情
報
収
集
を
速
や
か
に
開
始
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
○
○
さ
ん
家
の
○
○
さ
ん
が

…

と
い
う
個
人
の
レ
ベ
ル
ま
で
、
よ
り
正

確
に
把
握
す
る
に
は
連
絡
班
の
中
で
の
協

力
が
不
可
欠
で
す
。

　
で
は
、
連
絡
班
に
所
属
し
て
い
な
い
世

帯
は
ど
う
す
る
か
、
で
す
。
発
災
後
の
混

乱
の
中
、
未
加
入
世
帯
を
一
戸
一
戸
確
認

し
て
回
る
こ
と
は
到
底
で
き
ま
せ
ん
。
家

族
の
無
事
や
所
在
不
明
者
の
状
況
は
、
自

９
月
３
日
㈰
は
地
震
総
合
防
災
訓
練

９
月
３
日
㈰
は

９
月
３
日
㈰
は

ら
報
告
し
て
い
た
だ
く
よ
り
ほ
か
に
手
段

が
あ
り
ま
せ
ん
。

訓
練
の
流
れ

　
訓
練
は
午
前
９
時
か
ら
概
ね
お
昼
ま
で

で
、
前
半
は
連
絡
班
ご
と
に
避
難
と
安
否

確
認
の
訓
練
、
後
半
は
各
区
ご
と
の
自
主

防
災
会
訓
練
の
２
段
階
で
行
な
い
ま
す
。

　
午
前
９
時
、
震
度
６
強
の
地
震
が
発
生

し
た
と
の
想
定
で
訓
練
が
始
ま
り
ま
す
。

皆
さ
ん
は
各
連
絡
班
で
指
定
さ
れ
た
隣
近

所
に
集
合
し
、
隣
近
所
の
安
否

確
認
を
行
な
い
、
一
次
避
難
所

に
避
難
（
集
合
）
し
て
く
だ
さ

い
。
そ
の
時
点
で
連
絡
班
全
世

帯
の
安
否
確
認
を
行
な
い
、
確

認
で
き
た
人
と
で
き
な
か
っ
た

人
の
集
計
を
し
ま
す
。
そ
の

際
、
高
齢
者
世
帯
や
障
が
い
者

な
ど
、
災
害
時
に
特
に
支
援
が

必
要
で
あ
る
こ
と
を
事
前
に
登

録
し
て
い
る
方
の
所
在
確
認
を

行
な
い
ま
す
。（
避
難
行
動
要

支
援
者
名
簿
に
つ
い
て
は
、
下

記
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

　
続
い
て
各
区
に
開
設
さ
れ
た

二
次
避
難
所
に
移
動
し
ま
す
。

こ
こ
で
各
連
絡
班
の
安
否
確
認

や
要
支
援
者
の
状
況
が
区
長
に

報
告
さ
れ
、
更
に
村
の
災
害
対

策
本
部
に
伝
達
さ
れ
ま
す
。

連
絡
班
に
属
し
て
い
な
い
世
帯
は

　
前
述
の
と
お
り
、
村
民
の
安
否
確
認
は

極
め
て
重
要
で
す
。
連
絡
班
に
よ
る
情
報

伝
達
が
で
き
な
い
世
帯
は
、
自
ら
安
否
確

認
状
況
を
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
事

前
に
、
訓
練
説
明
や
報
告
の
内
容
を
示
し

た
様
式
を
お
届
け
し
ま
す
。
訓
練
開
始
後

に
そ
の
報
告
様
式
を
一
次
避
難
所
（
お
住

ま
い
の
地
域
の
連
絡
班
）
ま
た
は
二
次
避

難
所
（
各
公
民
館
、
公
会
堂
）
に
提
出
す

る
と
い
う
形
で
把
握
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
是
非
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
　
非
常
時
の
情
報
は
、
可
能
な
限
り

〝
持
ち
寄
る
〞
と
い
う
意
識
で
訓
練

に
大
勢
参
加
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

タイムスケジュール
11 : 50 10 : 30

午前
９: 00

訓
練
開
始
（
地
震
発
生
）

訓
練
終
了
（
時
間
は
地
区
ご
と
適
宜
）

【
隣
近
所
】

連
絡
班
ご
と
に
決
め
た

隣
近
所
に
集
合

【
一
次
避
難
所
】

各
連
絡
班
の

避
難
場
所
に
集
合

【
二
次
避
難
所
】

各
区
の
避
難
場
所

（
訓
練
会
場
）に
移
動

　
地
区
防
災
会
本
部

各
自
主
防
災
会
の
訓
練

計
画
に
基
づ
く
自
主
訓
練

全世帯に連絡をとり、安否確認。
連絡班での集計を二次避難所で地区本部に
報告。

ご存知ですか？
避難行動要支援者名簿って何？
　村では災害対策基本法に基づき、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿（避難行動要支援者名簿）を作成していま
す。災害時に、この名簿を活用して安否確認や避難支援を行ないます。下記に該当する方には村から書類を送付していますの
で、登録をお願いします。

　　　　　対象者となる方
　　　　　・65歳以上の独居者　 ・70歳以上の高齢者のみ世帯
　　　　　・要介護認定者３～５　・身体障害者手帳１種１、２級
　　　　　・療育手帳Ａ　　　　　
　　　　　・精神保健福祉手帳１、２級の単身世帯
　　　　　・名簿への掲載が必要と自ら（家族）が判断した方
　　　　　　　　　　　　　（難病患者・小児慢性特定疾病児童等）

避難行動要支援者名簿

支援イメージ

上記の避難行動要支援者
※自ら避難することが
　困難な方

支援者（避難支援等関係者）
・民生委員
・自主防災会
・消防機関　　等

④同意した方の
　名簿情報の提供

③同意②対象者へ
　同意書の送付

市町村
①避難行動要支援者
　名簿の作成

避難行動要支援者名簿に
記載される個人情報
　・氏名　
　・生年月日　
　・住所、居所　
　・登録事由　
　・緊急連絡先等
※避難行動要支援者名簿を
　提供した支援者（避難支
　援等関係者）に対しては、
　災害対策基本法によって
　守秘義務が課せられてい
　ます。

登録者数（平成29年６月１日現在）
区分

要介護・精神・
療育・身障者
独居者
高齢者
計

対象者

152人

159人
169人
480人

同意数

99人

111人
109人
319人

同意率

65.1%

69.8%
64.5%
66.5%

⑤【平時】
　日常の声掛け等見守り

⑥【災害時】
　避難行動に関する支援　等

避難行動要支援者

平
成
28
年
の
安
否
確
認
訓
練
の
様
子

お
問
い
合
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せ
　
総
務
課
　
☎
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―
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1
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１

平成29年度 保育所等利用料（保育料）の軽減について平成29年度 保育所等利用料（保育料）の軽減について平成29年度 保育所等利用料（保育料）の軽減について

 村では、国が進める幼児教育の段階的無償化の取り組みを基準に平成29年４月１日にさかのぼって保
育料を引き下げます。現在納付いただいている平成29年度保育料には今回の引き下げが反映されており
ません。軽減対象となる世帯には、別途ご案内のうえ、納付済みの場合は還付等で対応させていただく
予定です。
　詳細は、各園を通じてお知らせしますのでご確認ください。

 村では、国が進める幼児教育の段階的無償化の取り組みを基準に平成29年４月１日にさかのぼって保
育料を引き下げます。現在納付いただいている平成29年度保育料には今回の引き下げが反映されており
ません。軽減対象となる世帯には、別途ご案内のうえ、納付済みの場合は還付等で対応させていただく
予定です。
　詳細は、各園を通じてお知らせしますのでご確認ください。

　保育料は、市町村民税所得割額と、児童の年齢、人数等から算定します。

　今回の改正内容
①　非課税世帯の第２子の無償化　
②　ひとり親世帯、在宅障害児（者）等のいる世帯（要保護家庭等）の減免
　　　ア生活保護世帯・市町村民税非課税世帯の場合は、無料になります。
　　　イ市町村民税所得割額77,100円以下の世帯の場合は、
　　　　　第１子　４歳児　　4,000円　
　　　　　　　　　３歳児　　4,500円
　　　　　　　　　３歳未満　5,000円
　　　　　第２子以降は、現行のとおり無料です。
　　　ウ市町村民税所得割額77,101円以上の世帯の場合は、
　　　　子どもの年齢上限を撤廃し、
　　　　　第１子…半額、第２子…無料になります。　
③　市町村民税所得割額55,700円以上の世帯の場合
　子どもの年齢上限を撤廃し、第２子以降の保育料を20％減免します。ただし、同時通園、要保護家庭等
で減免を受けている場合は、高額減免を優先します。
　また、第３子の6,000円減免を受
けている場合は、20％減免または、
6,000円減免のどちらか高額の減免
を優先します。

お問い合わせ　制 度 に つ い て…子育て支援課　☎98-5600
保育料金について…山 形 保 育 園　☎98-2035

第１子（年長）　　第２子（未満児）

　4,000円　　　　　 無料

第１子（小学生）　　第２子（年中）

　　　　　　　　　　　無料

第1子（小学生）　　第２子（年長）　　　　第3子（年少）

　　　　　　　　　　20％減免　　　半額減免+6,000円減免

イ

　６月25日㈰の「住宅デー」にあた
り、山形村建設労働組合の皆さんがボ
ランティアで村の公共施設の修繕をし
てくださいました。ありがとうござい
ました。

ウ

▲山形保育園　網戸の修繕

　子育てに関する行政サービスや救急時の連絡先、子育て関連施設・窓口な
ど、子育てに必要な情報を子育て世帯の家庭向けに発信するサイトです。
WEBサイトとアプリの2種類があります。
　WEBサイトでは、子育てに関する行政サービス情報をカテゴリーごとに分
類し掲載。アプリを登録すると、スマートフォンなどで手軽に情報が入手で
きます。出産予定日やお子さんの生年月日により、健診や教室の予定等お知
らせする便利機能がついています。

　アプリはこちらから

ダウンロードは
　　　　お済みですか？

お問い合わせ
子育て支援課　　
　　☎98ｰ5600

２３
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全世帯に連絡をとり、安否確認。
連絡班での集計を二次避難所で地区本部に
報告。

ご存知ですか？
避難行動要支援者名簿って何？
　村では災害対策基本法に基づき、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿（避難行動要支援者名簿）を作成していま
す。災害時に、この名簿を活用して安否確認や避難支援を行ないます。下記に該当する方には村から書類を送付していますの
で、登録をお願いします。

　　　　　対象者となる方
　　　　　・65歳以上の独居者　 ・70歳以上の高齢者のみ世帯
　　　　　・要介護認定者３～５　・身体障害者手帳１種１、２級
　　　　　・療育手帳Ａ　　　　　
　　　　　・精神保健福祉手帳１、２級の単身世帯
　　　　　・名簿への掲載が必要と自ら（家族）が判断した方
　　　　　　　　　　　　　（難病患者・小児慢性特定疾病児童等）

避難行動要支援者名簿

支援イメージ

上記の避難行動要支援者
※自ら避難することが
　困難な方

支援者（避難支援等関係者）
・民生委員
・自主防災会
・消防機関　　等

④同意した方の
　名簿情報の提供

③同意②対象者へ
　同意書の送付

市町村
①避難行動要支援者
　名簿の作成

避難行動要支援者名簿に
記載される個人情報
　・氏名　
　・生年月日　
　・住所、居所　
　・登録事由　
　・緊急連絡先等
※避難行動要支援者名簿を
　提供した支援者（避難支
　援等関係者）に対しては、
　災害対策基本法によって
　守秘義務が課せられてい
　ます。

登録者数（平成29年６月１日現在）
区分

要介護・精神・
療育・身障者
独居者
高齢者
計

対象者

152人

159人
169人
480人

同意数

99人

111人
109人
319人

同意率

65.1%

69.8%
64.5%
66.5%

⑤【平時】
　日常の声掛け等見守り

⑥【災害時】
　避難行動に関する支援　等

避難行動要支援者
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平成29年度 保育所等利用料（保育料）の軽減について平成29年度 保育所等利用料（保育料）の軽減について平成29年度 保育所等利用料（保育料）の軽減について

 村では、国が進める幼児教育の段階的無償化の取り組みを基準に平成29年４月１日にさかのぼって保
育料を引き下げます。現在納付いただいている平成29年度保育料には今回の引き下げが反映されており
ません。軽減対象となる世帯には、別途ご案内のうえ、納付済みの場合は還付等で対応させていただく
予定です。
　詳細は、各園を通じてお知らせしますのでご確認ください。

 村では、国が進める幼児教育の段階的無償化の取り組みを基準に平成29年４月１日にさかのぼって保
育料を引き下げます。現在納付いただいている平成29年度保育料には今回の引き下げが反映されており
ません。軽減対象となる世帯には、別途ご案内のうえ、納付済みの場合は還付等で対応させていただく
予定です。
　詳細は、各園を通じてお知らせしますのでご確認ください。

　保育料は、市町村民税所得割額と、児童の年齢、人数等から算定します。

　今回の改正内容
①　非課税世帯の第２子の無償化　
②　ひとり親世帯、在宅障害児（者）等のいる世帯（要保護家庭等）の減免
　　　ア生活保護世帯・市町村民税非課税世帯の場合は、無料になります。
　　　イ市町村民税所得割額77,100円以下の世帯の場合は、
　　　　　第１子　４歳児　　4,000円　
　　　　　　　　　３歳児　　4,500円
　　　　　　　　　３歳未満　5,000円
　　　　　第２子以降は、現行のとおり無料です。
　　　ウ市町村民税所得割額77,101円以上の世帯の場合は、
　　　　子どもの年齢上限を撤廃し、
　　　　　第１子…半額、第２子…無料になります。　
③　市町村民税所得割額55,700円以上の世帯の場合
　子どもの年齢上限を撤廃し、第２子以降の保育料を20％減免します。ただし、同時通園、要保護家庭等
で減免を受けている場合は、高額減免を優先します。
　また、第３子の6,000円減免を受
けている場合は、20％減免または、
6,000円減免のどちらか高額の減免
を優先します。

お問い合わせ　制 度 に つ い て…子育て支援課　☎98-5600
保育料金について…山 形 保 育 園　☎98-2035

第１子（年長）　　第２子（未満児）

　4,000円　　　　　 無料

第１子（小学生）　　第２子（年中）

　　　　　　　　　　　無料

第1子（小学生）　　第２子（年長）　　　　第3子（年少）

　　　　　　　　　　20％減免　　　半額減免+6,000円減免

イ

　６月25日㈰の「住宅デー」にあた
り、山形村建設労働組合の皆さんがボ
ランティアで村の公共施設の修繕をし
てくださいました。ありがとうござい
ました。

ウ

▲山形保育園　網戸の修繕

　子育てに関する行政サービスや救急時の連絡先、子育て関連施設・窓口な
ど、子育てに必要な情報を子育て世帯の家庭向けに発信するサイトです。
WEBサイトとアプリの2種類があります。
　WEBサイトでは、子育てに関する行政サービス情報をカテゴリーごとに分
類し掲載。アプリを登録すると、スマートフォンなどで手軽に情報が入手で
きます。出産予定日やお子さんの生年月日により、健診や教室の予定等お知
らせする便利機能がついています。

　アプリはこちらから

ダウンロードは
　　　　お済みですか？

お問い合わせ
子育て支援課　　
　　☎98ｰ5600

２３
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日　程：８月31日・９月21日・10月19日・11月30日・12月21日・
　　　　平成30年１月25日・２月22日・３月22日
　　　　すべて木曜日
時　間：午前10時～11時30分
場　所：保健福祉センター いちいの里
参加費：100円

『オレンジカフェ・いちい』がはじまります！！『オレンジカフェ・いちい』がはじまります！！

山形村地域包括支援センター（保健福祉センター いちいの里内　保健福祉課）
　☎97-2100　　Fax 97-2101
　e-mail  kaigo@vill.yamagata.nagano.jp

　認知症になっても、できる限り住み慣れた山形村で暮らし続けられるように、認知症の方を地域で支える村
づくりの一環として、「オレンジカフェ・いちい」がオープンします！

　物忘れが心配な方、認知症のある方の家族、地域の人、認知症に関心のある方、介護のお仕事をされている
方など、みんなでお茶やコーヒーを飲みながらお話ししませんか？
　申し込みは必要ありませんので、どなたでもお気軽にお越しください。

※認知症地域支援推進員による <にんちしょう―ミニ講座> や、季節の行事も随時開催します。
　お楽しみに！！
※認知症カフェに興味があるボランティアさんも募集中です！

お問い合わせ

山形村総合計画後期基本計画の策定に向けて検討を進めています！山形村総合計画後期基本計画の策定に向けて検討を進めています！

お問い合わせ　総務課　☎ 98-3111

基本構想
（平成25～34年度の10年間）

前期基本計画
（平成25～29年度）

後期基本計画
（平成30～34年度）

　「山形村総合計画」とは、村が目指す将来の姿とその実現に向けた村づくりの方向性や取り組みを定めた
村政の基本となる計画です。平成25年度からの10年間を計画期間とした基本構想と、それに基づき主要な
施策や数値目標を示した基本計画を策定しています。基本計画は、社会・経済情勢の変化に対応できるよ
う前期・後期に分けて策定しており、今年度が前期基本計画の最終年度となるため、施策の達成状況につ
いて評価や見直しを行なっています。
　６月19日㈪には、第１回山形村総合計画審議会を開催しました。村民アンケート等の実施により、村民
の皆さまにご意見をいただきながら、後期基本計画の策定を進めていますので、ご協力お願いします。

お問い合わせ　保健福祉課　☎97-2100

　「救急医療情報キット」は、あなたの病歴や緊急時の連絡先など、救急時に必要となる情報を専用のケー
スに入れて冷蔵庫で保管し、もしもの時にかけつけた救急隊員がケースの中の情報を活用して速やかな救
急活動につなげるものです。　

　「救急医療情報キット」の支給を希望する方は、各地区の民生児童委員、または保健福祉センターいちい
の里内 保健福祉課窓口で申請をしてください。

「救急医療情報キット」支給について

冷蔵庫
救急医療情報キット

冷蔵庫用シール

磁石になって
います。

冷蔵庫のドア
に貼り付けて
ください。

救急医療
情報キット

【対象者】
◎　65歳以上のひとり暮らし高齢者、または日

中独居となる高齢者
◎　65歳以上の高齢者のみの世帯
◎　障がい者のみの世帯
◎　その他必要と認められる者

　

【救急医療情報キットの中に入れるもの】
◎　医療情報カード記入用紙（内容を記入済み

のもの）
◎　飲んでいる薬の種類や量が分かるもの（写）
　※お薬手帳（写）・薬剤情報提供書（写）など
◎　かかりつけの医療機関の診察券（写）
◎　健康保険証（写）・後期高齢者医療被保険者

証（写）・障害者手帳（写）など

日　時：８月21日㈪　午後１時30分～３時
　
会　場：保健福祉センターいちいの里　研修室
　
内　容：①山形村の高齢者の様子
　　　　　生活支援コーディネーターからの調査報告
　
　　　　②山形村にある支え合い活動事例
　　　　　高齢者いきいきサロン「ほおずきの会」
　
　　　　③講演会
　　　　　松本大学　総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
　　　　　尻無浜　博幸　教授

日　時：８月21日㈪　午後１時30分～３時
　
会　場：保健福祉センターいちいの里　研修室
　
内　容：①山形村の高齢者の様子
　　　　　生活支援コーディネーターからの調査報告
　
　　　　②山形村にある支え合い活動事例
　　　　　高齢者いきいきサロン「ほおずきの会」
　
　　　　③講演会
　　　　　松本大学　総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
　　　　　尻無浜　博幸　教授

　年齢を重ねて高齢になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることは誰もが持ってい
る願いです。2025年には団塊の世代が75歳を迎え、高齢者人口が急激に増加すると言われています。
　この事業は、高齢社会に備えて介護保険外の部分でも支え合いの仕組みを考えていくために、生活
支援コーディネーターが社会資源やニーズの把握をし、協議会でどんなことができるかを検討してい
く取り組みです。

　村の取り組み
　山形村では、この協議会に福祉職だけでなくお店や企業を含め様々な視点で高齢者の生活課題と社会資源を
整理するため、複数のお店や企業の方にも委員としてご参加いただくことになりました。
　今後、生活課題を把握すると同時に、その『気づき』について協議会を通じてお店や企業をはじめ住民の方
との共有を考えています。それにより、高齢者が安心して暮らせるネットワーク作りを進めていきます。

　知ろう！話そう！
　いくつになっても「山形村でずっと暮らしたい」という願いを実現するために、どのような仕組みづくりを
目指していけば良いのか一緒に考え、共に情報共有するため、集いを開催します。ぜひご参加ください。

新しい地域支援事業新しい地域支援事業

「山形村生活支援・介護予防体制整備推進協議会」の活動が
スタートしました

「山形村生活支援・介護予防体制整備推進協議会」の活動が
スタートしました

「山形村生活支援・介護予防体制整備推進協議会」の活動が
スタートしました

お問い合わせ　保健福祉課（保健福祉センター いちいの里内）　☎ 97-2100

サロンのイメージ

こんな事があってね～。

体調はどう？

近所の〇〇さん元気？
声をかけてみようかしら？

しりなしはま　ひろゆきしりなしはま　ひろゆき
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内　容：①山形村の高齢者の様子
　　　　　生活支援コーディネーターからの調査報告
　
　　　　②山形村にある支え合い活動事例
　　　　　高齢者いきいきサロン「ほおずきの会」
　
　　　　③講演会
　　　　　松本大学　総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
　　　　　尻無浜　博幸　教授

日　時：８月21日㈪　午後１時30分～３時
　
会　場：保健福祉センターいちいの里　研修室
　
内　容：①山形村の高齢者の様子
　　　　　生活支援コーディネーターからの調査報告
　
　　　　②山形村にある支え合い活動事例
　　　　　高齢者いきいきサロン「ほおずきの会」
　
　　　　③講演会
　　　　　松本大学　総合経営学部 観光ホスピタリティ学科
　　　　　尻無浜　博幸　教授

　年齢を重ねて高齢になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることは誰もが持ってい
る願いです。2025年には団塊の世代が75歳を迎え、高齢者人口が急激に増加すると言われています。
　この事業は、高齢社会に備えて介護保険外の部分でも支え合いの仕組みを考えていくために、生活
支援コーディネーターが社会資源やニーズの把握をし、協議会でどんなことができるかを検討してい
く取り組みです。

　村の取り組み
　山形村では、この協議会に福祉職だけでなくお店や企業を含め様々な視点で高齢者の生活課題と社会資源を
整理するため、複数のお店や企業の方にも委員としてご参加いただくことになりました。
　今後、生活課題を把握すると同時に、その『気づき』について協議会を通じてお店や企業をはじめ住民の方
との共有を考えています。それにより、高齢者が安心して暮らせるネットワーク作りを進めていきます。

　知ろう！話そう！
　いくつになっても「山形村でずっと暮らしたい」という願いを実現するために、どのような仕組みづくりを
目指していけば良いのか一緒に考え、共に情報共有するため、集いを開催します。ぜひご参加ください。

新しい地域支援事業新しい地域支援事業

「山形村生活支援・介護予防体制整備推進協議会」の活動が
スタートしました

「山形村生活支援・介護予防体制整備推進協議会」の活動が
スタートしました

「山形村生活支援・介護予防体制整備推進協議会」の活動が
スタートしました

お問い合わせ　保健福祉課（保健福祉センター いちいの里内）　☎ 97-2100

サロンのイメージ

こんな事があってね～。

体調はどう？

近所の〇〇さん元気？
声をかけてみようかしら？

しりなしはま　ひろゆきしりなしはま　ひろゆき
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県
民
の
皆
さ
ま
の
聴
覚
障
が
い
や
手
話
に
対

す
る
理
解
を
深
め
、
手
話
の
普
及
を
図
る
た
め
、

手
話
講
座
（
入
門
編
）
を
開
催
し
ま
す
。

●
開
催
日
時
・
場
所

　
第
１
回
目
　
８
月
３
日
㈭

　
　
　
　
　
　
長
野
県
南
安
曇
庁
舎
２
階
講
堂

　
第
２
回
目
　
８
月
４
日
㈮

　
　
　
　
　
　
塩
尻
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

　
　
　
　
　
　
市
民
交
流
室

　
第
３
回
目
　
10
月
15
日
㈰

　
　
　
　
　
　
山
形
村
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
い
ち
い
の
里 

研
修
室

　
時
間
　
各
回
共
通

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

●
内
容

　
⑴
手
話
の
歴
史
・
聴
覚
障
が
い
者
に
つ
い
て

　
⑵
ろ
う
者
の
体
験
談

　
⑶
あ
い
さ
つ
・
簡
単
な
日
常
会
話
に
関
す
る

　
　
手
話
単
語
を
学
ぶ

●
参
加
費
　
無
料（
会
場
ま
で
の
交
通
費
実
費
）

●
参
加
資
格
　
高
校
生
以
上
の
方

●
定
員
　
概
ね
20
名
（
申
込
順
）

●
申
込
方
法
（
次
の
い
ず
れ
か
で
申
し
込
み
し

　
て
く
だ
さ
い
）

　
⑴
い
ち
い
の
里
に
あ
る
申
込
書
に
記
載
の
う

　
　
え
、
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
申
し
込
み

　
⑵
メ
ー
ル
に
て
申
し
込
み

●
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
松
本
保
健
福
祉
事
務
所
福
祉
課
　

　
〒
３
９
０―

０
８
５
２

　
　
松
本
市
大
字
島
立
１
０
２
０

　
　
☎
40―

１
９
１
３

　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
40―

１
８
０
３

　
　
Ｅ
メ
ー
ル
：matsuho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

　
福
祉
の
職
場
を
詳
し
く
知
り
た
い
、
も
し
く

は
就
職
を
考
え
た
い
方
を
対
象
に
開
催
し
ま
す
。

福
祉
事
業
所
の
方
と
直
接
面
談
が
で
き
ま
す
。

●
日
時
　
８
月
３
日
㈭

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

●
場
所
　
ホ
テ
ル
ブ
エ
ナ
ビ
ス
タ

●
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
松
本

　
☎
27―

０
１
１
１

　
　
ま
た
は 

長
野
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
６―

２
２
６―

７
３
３
０

　
平
成
30
年
４
月
以
降
に
採
用
予
定
の
松
本
広

域
連
合
職
員
採
用
資
格
試
験
（
初
級
）
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

●
募
集
内
容

　
消
防
（
初
級
）
若
干
名

　
　
平
成
６
年
４
月
２
日
〜
平
成
12
年
４
月
１

　
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
、
高
等
学
校
卒
業

　
程
度
の
学
力
を
有
す
る
人
。
た
だ
し
、
４
年

　
制
大
学
卒
業
者
及
び
４
年
制
大
学
卒
業
予
定

　
者
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

●
第
１
次
試
験
（
教
養
・
適
正
・
体
力
試
験
）

　
９
月
17
日
㈰

　
　
教
養
試
験
：
松
本
市
中
央
公
民
館

　
　
体
力
試
験
：
松
本
市
中
央
体
育
館

　
　
　
　
　
　
　
（
松
本
市
中
央
１―

18―

１
）

●
受
験
申
し
込
み

　
　
８
月
23
日
㈬
〜
27
日
㈰
に
、
松
本
広
域
連

　
合
事
務
局
（
松
本
市
役
所
波
田
支
所
４
階
）

　
へ
、
本
人
が
直
接
試
験
申
込
書
を
持
参
し
て

　
く
だ
さ
い
。

　
　
試
験
案
内
・
申
込
用
紙
は
、
広
域
連
合
事

　
務
局
、
消
防
局
、
各
消
防
署
、
役
場
に
あ
り

　
ま
す
。
試
験
案
内
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

　
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　※

郵
送
希
望
の
人
は
、
１
４
０
円
切
手
を
貼

　
　
付
し
、
送
付
先
の
住
所
、
氏
名
を
記
載
し

　
　
た
角
形
２
号
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
う

　
　
え
、
赤
字
で
「
試
験
案
内
希
望
」
と
明
記

　
　
し
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

●
請
求
先
・
お
問
い
合
わ
せ

　
〒
３
９
０―

１
４
０
１

　
　
松
本
市
波
田
４
４
１
７
番
地
１

　
　
　
松
本
市
役
所
波
田
支
所
４
階

　
　
松
本
広
域
連
合
事
務
局
総
務
課

　
　
　
☎
87―

５
４
６
０

　
日
本
遺
族
会
は
、「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰

霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参
加
者
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

　
先
の
大
戦
で
父
等
を
亡
く
さ
れ
た
戦
没
者
の

遺
児
を
対
象
と
し
て
、
戦
没
し
た
旧
戦
地
を
訪

れ
、
慰
霊
追
悼
を
行
な
う
と
と
も
に
、
現
地
の

方
々
と
の
友
好
親
善
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
費
用
は
参
加
費
と
し
て
10
万
円

で
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ

　
日
本
遺
族
会
事
務
局

　
　
東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
１―
６―
17

　
　
☎
03―

３
２
６
１―

５
５
２
１

長
野
県
民
手
話
講
座（
入
門
編
）

参
加
者
募
集

福
祉
の
職
場
説
明
会

松
本
広
域
連
合
消
防
職
員

採
用
資
格
試
験（
初
級
）

戦
没
者
遺
児
の
皆
さ
ん
へ

●
水
場
の
事
故
に
注
意
！

①
河
川
な
ど
の
自
然
環
境
の
中
で
は
、
常
に

気
象
状
況
に
注
意
を
払
い
、
天
候
の
変
化

に
十
分
注
意
を
す
る
。

②
飲
酒
後
や
体
調
が
悪
い
時
は
遊
泳
を
行
な

わ
な
い
よ
う
に
す
る
。

③
河
川
の
レ
ジ
ャ
ー
（
釣
り
な
ど
）
を
楽
し

む
時
に
は
、
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着
用

す
る
。

起
き
て
し
ま
っ
た
ら
？

①
周
囲
の
人
に
協
力
を
求
め
る
と
と
も
に
、

一
刻
も
早
く
１
１
９
番
通
報
を
す
る
。

②
水
に
入
ら
ず
救
助
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
そ
れ
が
最
善
の
方
法
で
す
（
救
助
し

よ
う
と
し
た
人
が
溺
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
）。

③
救
助
し
た
ら
、
体
温
の
低
下
を
防
ぐ
た

め
、
毛
布
な
ど
で
保
温
す
る
。

●
熱
中
症
に
注
意
！

①
水
分
や
塩
分
を
補
給
す
る
。

②
換
気
を
し
て
室
温
が
高
く
な
ら
な
い
よ
う

に
注
意
す
る
。

③
無
理
は
せ
ず
、
自
分
の
体
調
に
合
わ
せ
て

行
動
す
る
。

起
き
て
し
ま
っ
た
ら
？

①
衣
類
を
緩
め
て
、
風
通
し
の
良
い
日
陰
に

寝
か
せ
る
。

②
水
に
浸
し
た
タ
オ
ル
で
体
を
冷
や
す
。

③
う
す
い
食
塩
水
や
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
な

ど
を
飲
ま
せ
る
。

●
花
火
の
取
扱
い
に
注
意
！

①
花
火
を
人
や
家
に
向
け
た
り
、
燃
え
や
す

い
物
の
あ
る
場
所
で
遊
ば
な
い
よ
う
に
す

る
。

②
風
が
強
い
、
空
気
が
乾
燥
し
て
い
る
な
ど

の
気
象
状
況
に
は
十
分
気
を
配
る
。

③
水
を
用
意
し
、
し
っ
か
り
あ
と
片
付
け
を

す
る
。

●
台
風
に
注
意
！

①
Ｔ
Ｖ
や
ラ
ジ
オ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

で
最
新
の
台
風
の
規
模
や
進
路
な
ど
を
入

手
す
る
。

②
水
や
非
常
食
、
懐
中
電
灯
な
ど
を
入
れ
た

防
災
バ
ッ
グ
を
用
意
し
、
い
つ
で
も
持
ち

出
せ
る
よ
う
に
す
る
。

③
外
に
出
る
時
は
傘
を
使
わ
ず
、
カ
ッ
パ
を

着
る
よ
う
に
す
る
。
雨
は
上
か
ら
降
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
ら
に
気
を
付
け
、
夏
を
過
ご
し
ま
し

ょ
う
！

火
災
・
救
急
は
す
ぐ
に
１
１
９
番
！

防
災
だ
よ
り
○219
松
本
広
域
消
防
局

山
形
消
防
署

☎
98
|

4
4
5
5

山
形
消
防
署

夏
に
備
え
て
！

消
防
署
で
は
防
災
訓
練
、
救
急
講
習
等
の

各
種
指
導
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

後
期
高
齢
者
制
度
の
被
保
険
者
証
は
、
１
年
ご

と
に
更
新
し
、
新
旧
の
区
別
の
た
め
に
色
を
変
え

て
い
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は
橙
色
（
オ

レ
ン
ジ
色
）
に
な
り
ま
す
。

　
被
保
険
者
証
に
は
、
医
療
機
関
で
負
担
い
た
だ

く
一
部
負
担
金
の
割
合
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

所
得
な
ど
に
よ
り
、
こ
の
割
合
が
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
内

容
の
確
認
を

お
願
い
し
ま

す
。

　
現
在
の
桃

色
の
保
険
証

は
、
８
月
１

日
㈫
以
降
、

ご
自
分
で
破

棄
し
て
い
た

だ
い
て
結
構

で
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
受
給
し
て
い
る
年
金
か
ら

保
険
料
が
天
引
き
と
な
る
「
特
別
徴
収
」
と
、
役
場
や

金
融
機
関
の
窓
口
で
の
納
付
や
、
口
座
振
替
に
よ
り
納

付
す
る
「
普
通
徴
収
」
が
あ
り
ま
す
。

　
納
付
の
方
法
は
通
知
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
納
付

書
が
送
付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
年
金
天
引
き
や
口
座
振

替
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

応募締切　9月4日㈪（消印有効）

応募作品　日本語で1,000～2,000文字以内

　　　　　公的年金制度をテーマにしたエッセイ

応募資格　中学生以上の方

お問い合わせ　日本年金機構

　　　　　　　　　　「わたしと年金」担当

　　　　　　　　　　☎03-5344-1100（代表）

　　詳しくは、

　　日本年金機構ホームページをご覧ください。

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
の
皆
さ
ま
へ

８
月
１
日
更
新
の

　
　
保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す

「わたしと年金」エッセイ募集中「わたしと年金」エッセイ募集中「わたしと年金」エッセイ募集中

お
問
い
合
わ
せ

　住
民
課

　☎
98
―

3
1
1
2

だ
い
だ
い

見本

新しい保険証は橙色です
だいだい

49,935,432円
●国保から医療機関等へ支払った金額（５月診療分）

※この金額は療養給付費・療養費・高額療養費・精神給付の合計です。

（前年同月額：57,984,203円）

お問い合わせ
住民課　☎98-3112

◇医療費情報

◇各証は７月末で更新になります。

29 ８ 1

山形 0123

山形村2030番地１

長野県東筑摩郡山形村
2030－１　

山形村　　　　　　
本庄利昭

電話0263－98－3112

山形　太郎

山形　太郎

ウ

昭和30 ８ 15
平成29 ８ １
平成30 ７ 31

２００７３３

山形村国民健康保険から
　　　　　　　　　お知らせします
山形村国民健康保険から
　　　　　　　　　お知らせします
山形村国民健康保険から
　　　　　　　　　お知らせします

自動更新されるもの　　⇒

更新手続きが必要なもの⇒

・「国民健康保険高齢受給者証」
・「国民健康保険特定疾病療養受療証」
　　　　　　（有効期限が記載してあるもの）

・「国民健康保険限度額適用認定証」

国民健康保険限度額適用認定証の見本

７月中旬に郵送しました。ご確認ください。

・保険証　・印鑑
・個人番号が分かるもの
　　　（通知カード等）
・本人確認書類
　　　（運転免許証等）

をお持ちのうえ、住民課で更新の
申請をしてください。











7 ６

　
県
民
の
皆
さ
ま
の
聴
覚
障
が
い
や
手
話
に
対

す
る
理
解
を
深
め
、
手
話
の
普
及
を
図
る
た
め
、

手
話
講
座
（
入
門
編
）
を
開
催
し
ま
す
。

●
開
催
日
時
・
場
所

　
第
１
回
目
　
８
月
３
日
㈭

　
　
　
　
　
　
長
野
県
南
安
曇
庁
舎
２
階
講
堂

　
第
２
回
目
　
８
月
４
日
㈮

　
　
　
　
　
　
塩
尻
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

　
　
　
　
　
　
市
民
交
流
室

　
第
３
回
目
　
10
月
15
日
㈰

　
　
　
　
　
　
山
形
村
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
い
ち
い
の
里 

研
修
室

　
時
間
　
各
回
共
通

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

●
内
容

　
⑴
手
話
の
歴
史
・
聴
覚
障
が
い
者
に
つ
い
て

　
⑵
ろ
う
者
の
体
験
談

　
⑶
あ
い
さ
つ
・
簡
単
な
日
常
会
話
に
関
す
る

　
　
手
話
単
語
を
学
ぶ

●
参
加
費
　
無
料（
会
場
ま
で
の
交
通
費
実
費
）

●
参
加
資
格
　
高
校
生
以
上
の
方

●
定
員
　
概
ね
20
名
（
申
込
順
）

●
申
込
方
法
（
次
の
い
ず
れ
か
で
申
し
込
み
し

　
て
く
だ
さ
い
）

　
⑴
い
ち
い
の
里
に
あ
る
申
込
書
に
記
載
の
う

　
　
え
、
郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
申
し
込
み

　
⑵
メ
ー
ル
に
て
申
し
込
み

●
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
松
本
保
健
福
祉
事
務
所
福
祉
課
　

　
〒
３
９
０―

０
８
５
２

　
　
松
本
市
大
字
島
立
１
０
２
０

　
　
☎
40―

１
９
１
３

　
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
　
40―

１
８
０
３

　
　
Ｅ
メ
ー
ル
：matsuho-fukushi@pref.nagano.lg.jp

　
福
祉
の
職
場
を
詳
し
く
知
り
た
い
、
も
し
く

は
就
職
を
考
え
た
い
方
を
対
象
に
開
催
し
ま
す
。

福
祉
事
業
所
の
方
と
直
接
面
談
が
で
き
ま
す
。

●
日
時
　
８
月
３
日
㈭

　
　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

●
場
所
　
ホ
テ
ル
ブ
エ
ナ
ビ
ス
タ

●
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
松
本

　
☎
27―

０
１
１
１

　
　
ま
た
は 

長
野
県
福
祉
人
材
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
６―

２
２
６―

７
３
３
０

　
平
成
30
年
４
月
以
降
に
採
用
予
定
の
松
本
広

域
連
合
職
員
採
用
資
格
試
験
（
初
級
）
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

●
募
集
内
容

　
消
防
（
初
級
）
若
干
名

　
　
平
成
６
年
４
月
２
日
〜
平
成
12
年
４
月
１

　
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人
で
、
高
等
学
校
卒
業

　
程
度
の
学
力
を
有
す
る
人
。
た
だ
し
、
４
年

　
制
大
学
卒
業
者
及
び
４
年
制
大
学
卒
業
予
定

　
者
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

●
第
１
次
試
験
（
教
養
・
適
正
・
体
力
試
験
）

　
９
月
17
日
㈰

　
　
教
養
試
験
：
松
本
市
中
央
公
民
館

　
　
体
力
試
験
：
松
本
市
中
央
体
育
館

　
　
　
　
　
　
　
（
松
本
市
中
央
１―
18―
１
）

●
受
験
申
し
込
み

　
　
８
月
23
日
㈬
〜
27
日
㈰
に
、
松
本
広
域
連

　
合
事
務
局
（
松
本
市
役
所
波
田
支
所
４
階
）

　
へ
、
本
人
が
直
接
試
験
申
込
書
を
持
参
し
て

　
く
だ
さ
い
。

　
　
試
験
案
内
・
申
込
用
紙
は
、
広
域
連
合
事

　
務
局
、
消
防
局
、
各
消
防
署
、
役
場
に
あ
り

　
ま
す
。
試
験
案
内
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も

　
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　※

郵
送
希
望
の
人
は
、
１
４
０
円
切
手
を
貼

　
　
付
し
、
送
付
先
の
住
所
、
氏
名
を
記
載
し

　
　
た
角
形
２
号
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
の
う

　
　
え
、
赤
字
で
「
試
験
案
内
希
望
」
と
明
記

　
　
し
て
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

●
請
求
先
・
お
問
い
合
わ
せ

　
〒
３
９
０―

１
４
０
１

　
　
松
本
市
波
田
４
４
１
７
番
地
１

　
　
　
松
本
市
役
所
波
田
支
所
４
階

　
　
松
本
広
域
連
合
事
務
局
総
務
課

　
　
　
☎
87―

５
４
６
０

　
日
本
遺
族
会
は
、「
戦
没
者
遺
児
に
よ
る
慰

霊
友
好
親
善
事
業
」
の
参
加
者
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

　
先
の
大
戦
で
父
等
を
亡
く
さ
れ
た
戦
没
者
の

遺
児
を
対
象
と
し
て
、
戦
没
し
た
旧
戦
地
を
訪

れ
、
慰
霊
追
悼
を
行
な
う
と
と
も
に
、
現
地
の

方
々
と
の
友
好
親
善
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。
費
用
は
参
加
費
と
し
て
10
万
円

で
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ

　
日
本
遺
族
会
事
務
局

　
　
東
京
都
千
代
田
区
九
段
南
１―

６―

17

　
　
☎
03―

３
２
６
１―

５
５
２
１

長
野
県
民
手
話
講
座（
入
門
編
）

参
加
者
募
集

福
祉
の
職
場
説
明
会

松
本
広
域
連
合
消
防
職
員

採
用
資
格
試
験（
初
級
）

戦
没
者
遺
児
の
皆
さ
ん
へ

●
水
場
の
事
故
に
注
意
！

①
河
川
な
ど
の
自
然
環
境
の
中
で
は
、
常
に

気
象
状
況
に
注
意
を
払
い
、
天
候
の
変
化

に
十
分
注
意
を
す
る
。

②
飲
酒
後
や
体
調
が
悪
い
時
は
遊
泳
を
行
な

わ
な
い
よ
う
に
す
る
。

③
河
川
の
レ
ジ
ャ
ー
（
釣
り
な
ど
）
を
楽
し

む
時
に
は
、
ラ
イ
フ
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着
用

す
る
。

起
き
て
し
ま
っ
た
ら
？

①
周
囲
の
人
に
協
力
を
求
め
る
と
と
も
に
、

一
刻
も
早
く
１
１
９
番
通
報
を
す
る
。

②
水
に
入
ら
ず
救
助
す
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
そ
れ
が
最
善
の
方
法
で
す
（
救
助
し

よ
う
と
し
た
人
が
溺
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
）。

③
救
助
し
た
ら
、
体
温
の
低
下
を
防
ぐ
た

め
、
毛
布
な
ど
で
保
温
す
る
。

●
熱
中
症
に
注
意
！

①
水
分
や
塩
分
を
補
給
す
る
。

②
換
気
を
し
て
室
温
が
高
く
な
ら
な
い
よ
う

に
注
意
す
る
。

③
無
理
は
せ
ず
、
自
分
の
体
調
に
合
わ
せ
て

行
動
す
る
。

起
き
て
し
ま
っ
た
ら
？

①
衣
類
を
緩
め
て
、
風
通
し
の
良
い
日
陰
に

寝
か
せ
る
。

②
水
に
浸
し
た
タ
オ
ル
で
体
を
冷
や
す
。

③
う
す
い
食
塩
水
や
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
な

ど
を
飲
ま
せ
る
。

●
花
火
の
取
扱
い
に
注
意
！

①
花
火
を
人
や
家
に
向
け
た
り
、
燃
え
や
す

い
物
の
あ
る
場
所
で
遊
ば
な
い
よ
う
に
す

る
。

②
風
が
強
い
、
空
気
が
乾
燥
し
て
い
る
な
ど

の
気
象
状
況
に
は
十
分
気
を
配
る
。

③
水
を
用
意
し
、
し
っ
か
り
あ
と
片
付
け
を

す
る
。

●
台
風
に
注
意
！

①
Ｔ
Ｖ
や
ラ
ジ
オ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど

で
最
新
の
台
風
の
規
模
や
進
路
な
ど
を
入

手
す
る
。

②
水
や
非
常
食
、
懐
中
電
灯
な
ど
を
入
れ
た

防
災
バ
ッ
グ
を
用
意
し
、
い
つ
で
も
持
ち

出
せ
る
よ
う
に
す
る
。

③
外
に
出
る
時
は
傘
を
使
わ
ず
、
カ
ッ
パ
を

着
る
よ
う
に
す
る
。
雨
は
上
か
ら
降
る
と

は
限
り
ま
せ
ん
。

　
こ
れ
ら
に
気
を
付
け
、
夏
を
過
ご
し
ま
し

ょ
う
！

火
災
・
救
急
は
す
ぐ
に
１
１
９
番
！

防
災
だ
よ
り
○219
松
本
広
域
消
防
局

山
形
消
防
署

☎
98
|

4
4
5
5

山
形
消
防
署

夏
に
備
え
て
！

消
防
署
で
は
防
災
訓
練
、
救
急
講
習
等
の

各
種
指
導
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

後
期
高
齢
者
制
度
の
被
保
険
者
証
は
、
１
年
ご

と
に
更
新
し
、
新
旧
の
区
別
の
た
め
に
色
を
変
え

て
い
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証
は
橙
色
（
オ

レ
ン
ジ
色
）
に
な
り
ま
す
。

　
被
保
険
者
証
に
は
、
医
療
機
関
で
負
担
い
た
だ

く
一
部
負
担
金
の
割
合
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

所
得
な
ど
に
よ
り
、
こ
の
割
合
が
変
更
と
な
る
場

合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
内

容
の
確
認
を

お
願
い
し
ま

す
。

　
現
在
の
桃

色
の
保
険
証

は
、
８
月
１

日
㈫
以
降
、

ご
自
分
で
破

棄
し
て
い
た

だ
い
て
結
構

で
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
受
給
し
て
い
る
年
金
か
ら

保
険
料
が
天
引
き
と
な
る
「
特
別
徴
収
」
と
、
役
場
や

金
融
機
関
の
窓
口
で
の
納
付
や
、
口
座
振
替
に
よ
り
納

付
す
る
「
普
通
徴
収
」
が
あ
り
ま
す
。

　
納
付
の
方
法
は
通
知
書
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
納
付

書
が
送
付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
年
金
天
引
き
や
口
座
振

替
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

応募締切　9月4日㈪（消印有効）

応募作品　日本語で1,000～2,000文字以内

　　　　　公的年金制度をテーマにしたエッセイ

応募資格　中学生以上の方

お問い合わせ　日本年金機構

　　　　　　　　　　「わたしと年金」担当

　　　　　　　　　　☎03-5344-1100（代表）

　　詳しくは、

　　日本年金機構ホームページをご覧ください。

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
の
皆
さ
ま
へ

８
月
１
日
更
新
の

　
　
保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す

「わたしと年金」エッセイ募集中「わたしと年金」エッセイ募集中「わたしと年金」エッセイ募集中

お
問
い
合
わ
せ

　住
民
課

　☎
98
―

3
1
1
2

だ
い
だ
い

見本

新しい保険証は橙色です
だいだい

49,935,432円
●国保から医療機関等へ支払った金額（５月診療分）

※この金額は療養給付費・療養費・高額療養費・精神給付の合計です。

（前年同月額：57,984,203円）

お問い合わせ
住民課　☎98-3112

◇医療費情報

◇各証は７月末で更新になります。

29 ８ 1

山形 0123

山形村2030番地１

長野県東筑摩郡山形村
2030－１　

山形村　　　　　　
本庄利昭

電話0263－98－3112

山形　太郎

山形　太郎

ウ

昭和30 ８ 15
平成29 ８ １
平成30 ７ 31

２００７３３

山形村国民健康保険から
　　　　　　　　　お知らせします
山形村国民健康保険から
　　　　　　　　　お知らせします
山形村国民健康保険から
　　　　　　　　　お知らせします

自動更新されるもの　　⇒

更新手続きが必要なもの⇒

・「国民健康保険高齢受給者証」
・「国民健康保険特定疾病療養受療証」
　　　　　　（有効期限が記載してあるもの）

・「国民健康保険限度額適用認定証」

国民健康保険限度額適用認定証の見本

７月中旬に郵送しました。ご確認ください。

・保険証　・印鑑
・個人番号が分かるもの
　　　（通知カード等）
・本人確認書類
　　　（運転免許証等）

をお持ちのうえ、住民課で更新の
申請をしてください。











※都合により番組内容・放送日程が変更になる場合があります。YCSYCS 番組表

この印刷物は植物油インキおよび
再生紙を使用しています。

放送時間

日 月 火 水 木 金 土

月～土 日6時35分、9時、10時、11時……23時まで毎時間 9時　12時　15時　18時　21時／

10987 11 12

171514 18 19

24232221 25 26

31 9/13029

6

30

13

20

27

まるごと
一週間

まるごと
一週間

まるごと
一週間

まるごと
一週間

31 8/1

ちょいと
気になる
隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

ちょいと
気になる
隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

ちょいと
気になる
隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

ちょいと
気になる
隣の話題
「朝日村週刊
ニュース」

週刊・ニュース
アーカイブ

週刊・ニュース
アーカイブ

週刊・ニュース
アーカイブ

週刊・ニュース
アーカイブ

週刊・ニュース
アーカイブ

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局

ウィークエンド
情報局（再）

ウィークエンド
情報局

国税の窓

夏祭り山形
じゃんずら
（生放送）

夏祭り山形
じゃんずら（再）

上半期ウィーク
エンド情報局

ＪＡ
グリーンタイム

おめでとう
成人式（再）

偉人たちの夢 おめでとう
成人式

アスリート
解体新書

上半期ウィーク
エンド情報局
（再）

2

16

4 52 3

おすすめ おすすめ

時間：午後１時30分～３時30分
会場：保健福祉センター いちいの里
　　　談話室

行政心配ごと相談
8月21日（月）

夜間窓口開設日
8月１7日（木）・３１日（木）

午後8時まで　　出入口：正面玄関
業務内容
　・戸籍・住民票の謄本及び抄本の発行
　・印鑑登録、印鑑証明書の発行
　・税金・各種料金等の納付
　・所得証明書等の発行
　・公図閲覧
　・125cc以下のバイクの登録・廃車
　・水道開閉栓の届出

村税等納期限
8月２５日（金）

住民税第２期、国民健康保険税第2期
後期高齢者医療保険料第2期、介護保険料第2期

上下水道料金
　口座振替の方は、預金残高を確認して振替ができるように、
また現金納付の方は、お手元の納付書により納め忘れのないよ
うにしてください。
※税金、料金等の納付は便利な口座振替をご利用ください。

８月の生活ガイド８月の生活ガイド

28

男女共同参画

　デートDVとは、交際相手に対する心とからだへの
暴力です。
 交際している２人のうち、どちらか一方が相手に対
してさまざまな力を使って怯えさせたり、罪悪感を持
たせたりして自分の思い通りにコントロールしようと
します。
　「デートDV」は、ストーカー事件や傷害事件など
にエスカレートすることもある、相手の人権を侵害す
る行為です。
 ２人のことで悩んでいる方がいたら、電話してみま
しょう。

デートDVってなに？デートDVってなに？デートDVってなに？

長野県男女共同参画センター　☎0266-22-8822
火～土曜日　午前８時30分～午後５時


